
別紙１

 1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

 2. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…移動平均法に基づく原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・リース資産
　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、リース料総額が300
万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日の職員賞与の予算額のうち当
　　該年度に帰属する12月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 3. 重要な会計方針の変更
該当なし

 4. 法人で採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３
様式)
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
Ⅰ．社会福祉事業区分
　①　法人運営拠点区分
　　ア　法人運営サービス区分
　②　地域福祉拠点区分
　　ア　地域福祉サービス区分
　　イ　福祉大会サービス区分
　　ウ　介護支援ボランティアサービス区分
　　エ　助成サービス区分
　　オ　音楽療法推進サービス区分
　　カ　心配ごと相談サービス区分
　　キ　生活福祉資金貸付サービス区分
　　ク　しあわせ金庫資金貸付サービス区分
　　ケ　社会参加促進サービス区分
　　コ　ボランティアセンター運営サービス区分
　　サ　災害ボランティア支援センター運営サービス区分
　③　共同募金拠点区分
　　ア　一般募金配分金サービス区分
　④　在宅サービス拠点区分
　　ア　訪問介護サービス区分
　　イ　障害者居宅介護サービス区分
　　ウ　桑名生活介護サービス区分
　　エ　多度生活介護サービス区分

計算書類に対する注記(法人全体用)



　　オ　西部通所介護サービス区分
　　カ　北部通所介護サービス区分
　　キ　多度通所介護サービス区分
　　ク　長島通所介護サービス区分
　　ケ　移動支援（外出介護）サービス区分
　　コ　桑名日中一次支援サービス区分
　　サ　多度日中一次支援サービス区分
　⑤　障害者計画相談拠点区分
　　ア　障害者計画相談サービス区分　
　⑥　福祉サービス利用援助拠点区分
　　ア　日常生活自立支援サービス区分
　⑦　施設管理拠点区分
　　ア　桑名福祉センター管理運営サービス区分
　　イ　桑名北部老人福祉センター管理運営サービス区分
　　ウ　総合福祉会館管理運営サービス区分
　　エ　多度すこやかセンター管理運営サービス区分
　　オ　長島デイサービスセンター管理運営サービス区分
　　カ　長島福祉健康センター管理運営サービス区分　
　⑧　清風園管理運営拠点区分
　　ア　清風園管理運営サービス区分
　⑨　山崎苑運営拠点区分
　　ア　山崎苑運営サービス区分
　⑩　介護予防生活支援拠点区分
　　ア　介護予防生活支援（給食）サービス区分
　　イ　自立ヘルプサービス区分
　　ウ　介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分
Ⅱ．公益事業区分
　①　地域包括支援センター拠点区分
　　ア　北部西地域包括支援センターサービス区分
　　イ　北部東地域包括支援センターサービス区分
　　ウ　総合相談支援サービス区分　
　②　要介護認定調査拠点区分
　　ア　要介護認定調査サービス区分
　③　介護員養成研修拠点区分
　　ア　介護員養成研修サービス区分
　④　成年後見拠点区分
　　ア　成年後見サービス区分
　⑤　生活困窮者自立相談支援拠点区分
　　ア　生活困窮者自立相談支援サービス区分
　⑥　生活支援体制整備拠点区分
　　ア　生活支援体制整備サービス区分
　⑦　ケアプランセンター拠点区分
　　ア　障害者相談支援サービス区分
　　イ　居宅介護支援サービス区分
Ⅲ．収益事業区分
　①　貸衣装事業拠点区分
　　ア　貸衣装サービス区分
(6)収益事業については、拠点区分が貸衣装事業1つのため、資金収支内訳表(第1号第3様式)
　事業活動内訳表(第2号第3様式)、貸借対照表内訳表(第3号第3様式)は省略している。 

 6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 8. 担保に供している資産
該当なし

基本財産の種類
土地
建物
定期預金

55,865,066
8,654,920
15,000,000

0
0
0

0
459,948

0

55,865,066
8,194,972

合計

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

79,519,986 0 459,948
15,000,000
79,060,038



 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

(1) 基金・積立預金取崩
・社協運営積立金　12,003,755円

桑）法人運営事業にて社協運営積立金を取り崩し、桑）法人運営事業の運営費に充当した。
・事業運営安定積立金　11,622,553円

桑）法人運営事業にて事業運営安定積立金を取り崩し、多）通所介護事業の運営費に6,500,000円、
長）通所介護事業の運営費に4,500,000円、桑）法人運営事業の運営費に622,553を充当した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・事業運営安定積立金　37,023,361円
貸衣装事業の廃止に伴い、貸衣装事業での事業運営安定積立金の取崩しと同額を桑）法人運営事業の
事業運営安定積立金として積み立てた。

・退職手当積立金　4,716,122円
桑)法人運営事業にて退職手当積立金を取り崩し、退職金に充当した。

(2) ファイナンス・リース取引の内、賃貸借処理をしているリース契約の期末時点リース債務残高総額
　１年未満 14,551,732円、１年超 8,847,908円、総額 23,388,640円
(3) 平成29年度をもって貸衣装事業を廃止したことに伴い、固定資産の譲渡、売却を行った。
（譲渡）中津川社協…衣装695,615円分、彦根社協…衣装885,253円分
（売却）譲渡しなかった分の衣装をオークションにて売却。売却益1,820,710円

4,737,949
30,437,646
50,031,108
85,206,703
101,109,475

1,142,654
1,032,757
5,743,178
7,918,589
16,113,561

24,097,744
24,097,744

減価償却累計額

15,902,772
15,902,772

当期末残高

8,194,972
8,194,972

車輌運搬具
器具及び備品

小計
合計

取得価額

31,470,403
55,774,286
93,125,292
117,223,036

基本財産
建物

小計
その他の固定資産
建物 5,880,603



別紙２

 1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…移動平均法に基づく原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・リース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、リース料総額が300
　　万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日の職員賞与の予算額のうち当
　　該年度に帰属する12月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 2. 重要な会計方針の変更
　　該当なし

 3. 採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人運営拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３(⑪)）
　ア　法人運営サービス区分
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物 8,654,920 0 459,948 8,194,972
土地 55,865,066 0 0 55,865,066

合計 79,519,986 0 459,948 79,060,038
定期預金 15,000,000 0 0 15,000,000

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
基本財産
建物 24,097,744 15,902,772 8,194,972

小計 24,097,744 15,902,772 8,194,972
その他の固定資産
建物 4,127,182 3,892,803 234,379
車輌運搬具 23,099,806 23,099,793 13
器具及び備品 13,797,089 13,667,665 129,424

小計 41,024,077 40,660,261 363,816
合計 65,121,821 56,563,033 8,558,788



 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

・基金・積立預金取崩
社協運営積立金　12,003,755円

桑）法人運営事業にて社協運営積立金を取り崩し、桑）法人運営事業の運営費に充当した。
事業運営安定積立金　11,622,553円

桑）法人運営事業にて事業運営安定積立金を取り崩し、多）通所介護事業の運営費に6,500,000円、
長）通所介護事業の運営費に4,500,000円、桑）法人運営事業の運営費に622,553を充当した。

退職手当積立金　4,716,122円
桑)法人運営事業にて退職手当積立金を取り崩し、退職金に充当した。

・ファイナンス・リース取引の内、賃貸借処理をしているリース契約の期末時点リース債務残高
　法人運営拠点区分・・・１年未満 1,053,216円、１年超 1,321,240円、総額 2,374,456円



別紙２

 1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…移動平均法に基づく原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・リース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、リース料総額が300
　　万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日の職員賞与の予算額のうち当
　　該年度に帰属する12月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 地域福祉拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３(⑪)）
　ア　地域福祉サービス区分
　イ　福祉大会サービス区分
　ウ　介護支援ボランティアサービス区分
　エ　助成サービス区分
　オ　音楽療法推進サービス区分
　カ　心配ごと相談サービス区分
　キ　生活福祉資金貸付サービス区分
　ク　しあわせ金庫資金貸付サービス区分
　ケ　社会参加促進サービス区分
　コ　ボランティアセンター運営サービス区分
　サ　災害ボランティア支援センター運営サービス区分
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分用）



 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

・ファイナンス・リース取引の内、賃貸借処理をしているリース契約の期末時点リース債務残高
　地域福祉拠点区分・・・１年未満 149,832円、１年超 95,235円、総額 245,067円（詳細は別紙参照）

その他の固定資産
取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物 301,350 88,895 212,455
器具及び備品 5,633,590 5,597,740 35,850

小計 5,934,940 5,686,635 248,305
合計 5,934,940 5,686,635 248,305



別紙２

 1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…移動平均法に基づく原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・リース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、リース料総額が300
　　万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日の職員賞与の予算額のうち当
　　該年度に帰属する12月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 共同募金拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３(⑪)）
　ア　一般募金配分金サービス区分
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

その他の固定資産

計算書類に対する注記（共同募金拠点区分用）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物 769,845 324,956 444,889
車輌運搬具 1,358,790 1,358,789 1

合計 2,315,745 1,870,854 444,891

器具及び備品 187,110 187,109 1
小計 2,315,745 1,870,854 444,891



11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし



別紙２

 1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…移動平均法に基づく原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・リース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、リース料総額が300
　　万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日の職員賞与の予算額のうち当
　　該年度に帰属する12月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 在宅サービス拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３(⑪)）
　ア　訪問介護サービス区分
　イ　障害者居宅介護サービス区分
　ウ　桑名生活介護サービス区分
　エ　多度生活介護サービス区分
　オ　西部通所介護サービス区分
　カ　北部通所介護サービス区分
　キ　多度通所介護サービス区分
　ク　長島通所介護サービス区分
　ケ　移動支援（外出介護）サービス区分
　コ　桑名日中一次支援サービス区分
　サ　多度日中一次支援サービス区分
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

計算書類に対する注記（在宅サービス拠点区分用）



 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

・ファイナンス・リース取引の内、賃貸借処理をしているリース契約の期末時点リース債務残高
　在宅サービス拠点区分・・・１年未満 8,621,270円、１年超 4,392,429円、総額 13,013,699円（詳細は
　別紙参照）

その他の固定資産
取得価額 減価償却累計額 当期末残高

車輌運搬具 5,911,350 5,869,065 42,285
器具及び備品 14,759,150 12,865,886 1,893,264

小計 20,670,500 18,734,951 1,935,549
合計 20,670,500 18,734,951 1,935,549



別紙２

 1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…移動平均法に基づく原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・リース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、リース料総額が300
　　万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日の職員賞与の予算額のうち当
　　該年度に帰属する12月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 障害者計画相談拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３(⑪)）
　ア　障害者計画相談サービス区分
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

・ファイナンス・リース取引の内、賃貸借処理をしているリース契約の期末時点リース債務残高
　障害者計画相談拠点区分…１年未満 169,182円、１年超 25,920円、総額 195,102円（詳細は別紙参照）

計算書類に対する注記（障害者計画相談拠点区分用）



別紙２

 1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…移動平均法に基づく原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・リース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、リース料総額が300
　　万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日の職員賞与の予算額のうち当
　　該年度に帰属する12月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 福祉サービス利用援助拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３(⑪)）
　ア　日常生活自立支援サービス区分
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

その他の固定資産

計算書類に対する注記（福祉サービス利用援助拠点区分用）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

合計 1,033,520 43,063 990,457

車輌運搬具 1,033,520 43,063 990,457
小計 1,033,520 43,063 990,457



12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし



別紙２

 1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…移動平均法に基づく原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・リース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、リース料総額が300
　　万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日の職員賞与の予算額のうち当
　　該年度に帰属する12月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 施設管理拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３(⑪)）
　ア　桑名福祉センター管理運営サービス区分
　イ　桑名北部老人福祉センター管理運営サービス区分
　ウ　総合福祉会館管理運営サービス区分
　エ　多度すこやかセンター管理運営サービス区分
　オ　長島デイサービスセンター管理運営サービス区分
　カ　長島福祉健康センター管理運営サービス区分
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

その他の固定資産

計算書類に対する注記（施設管理拠点区分用）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物 682,226 431,295 250,931
車輌運搬具 110,000 109,999 1

合計 19,718,213 16,550,654 3,167,559

器具及び備品 18,925,987 16,009,360 2,916,627
小計 19,718,213 16,550,654 3,167,559



 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

・ファイナンス・リース取引の内、賃貸借処理をしているリース契約の期末時点リース債務残高
　施設管理拠点区分…１年未満 1,171,520円、１年超 1,151,116円、総額 2,322,636円（詳細は別紙参照）



別紙２

 1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…移動平均法に基づく原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・リース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、リース料総額が300
　　万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日の職員賞与の予算額のうち当
　　該年度に帰属する12月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 清風園管理運営拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３(⑪)）
　ア　清風園管理運営サービス区分
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

その他の固定資産

計算書類に対する注記（清風園管理運営拠点区分用）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

合計 1,507,460 1,232,424 275,036

器具及び備品 1,507,460 1,232,424 275,036
小計 1,507,460 1,232,424 275,036



12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

・ファイナンス・リース取引の内、賃貸借処理をしているリース契約の期末時点リース債務残高
　清風園管理運営拠点区分…１年未満 353,568円、１年超 151,632円、総額 505,200円（詳細は別紙参照）



別紙２

 1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…移動平均法に基づく原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・リース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、リース料総額が300
　　万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日の職員賞与の予算額のうち当
　　該年度に帰属する12月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 山崎苑運営拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３(⑪)）
　ア　山崎苑運営サービス区分
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

・ファイナンス・リース取引の内、賃貸借処理をしているリース契約の期末時点リース債務残高
　山崎苑運営拠点区分…１年未満 164,808円、１年超 101,952円、総額　266,760円（詳細は別紙参照）

計算書類に対する注記（山崎苑運営拠点区分用）



別紙２

 1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…移動平均法に基づく原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・リース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、リース料総額が300
　　万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日の職員賞与の予算額のうち当
　　該年度に帰属する12月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 介護予防生活支援拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３(⑪)）
　ア　介護予防生活支援（給食）サービス区分
　イ　自立ヘルプサービス区分
　ウ　介護予防・日常生活支援総合事業サービス区分
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（介護予防生活支援拠点区分用）



別紙２

 1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…移動平均法に基づく原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・リース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、リース料総額が300
　　万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日の職員賞与の予算額のうち当
　　該年度に帰属する12月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 地域包括支援センター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３(⑪)）
　ア　北部西地域包括支援センターサービス区分
　イ　北部東地域包括支援センターサービス区分
　ウ　総合相談支援サービス区分
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

その他の固定資産

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

合計 963,900 470,924 492,976

器具及び備品 963,900 470,924 492,976
小計 963,900 470,924 492,976



11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

・平成29年4月1日から認知症施策推進事業を受託し実施した。
・平成29年4月1日から介護予防ケアマネジメント事業を受託し実施した。
・平成29年6月1日から機能強化型地域包括支援センター事業を受託し実施した。
・ファイナンス・リース取引の内、賃貸借処理をしているリース契約の期末時点リース債務残高
　地域包括支援センター拠点区分・・・１年未満 1,340,892円、１年超 1,043,436円、総額 2,384,328円
（詳細は別紙参照）



別紙２

 1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…移動平均法に基づく原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・リース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、リース料総額が300
　　万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日の職員賞与の予算額のうち当
　　該年度に帰属する12月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 要介護認定調査拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３(⑪)）
　ア　要介護認定調サービス区分
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

・ファイナンス・リース取引の内、賃貸借処理をしているリース契約の期末時点リース債務残高
　要介護認定調査拠点区分・・・１年未満 89,208円、１年超 0円、総額 89,208円（詳細は別紙参照）

計算書類に対する注記（要介護認定調査拠点区分用）



別紙２

 1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…償却原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・ファイナンス・リース取引に係る資産
　　リース料総額が300万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として
　　会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日のうち当該年度に帰属する12
　　月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 介護員養成研修拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３(⑪)）
　ア　介護員養成研修サービス区分
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（介護員養成研修拠点区分用）



別紙２

 1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…移動平均法に基づく原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・リース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、リース料総額が300
　　万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日の職員賞与の予算額のうち当
　　該年度に帰属する12月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 成年後見拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３(⑪)）
　ア　成年後見サービス区分
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

・ファイナンス・リース取引の内、賃貸借処理をしているリース契約の期末時点リース債務残高
　成年後見拠点区分・・・１年未満 29,808円、１年超 86,940円、総額 116,748円（詳細は別紙参照）

計算書類に対する注記（成年後見拠点区分用）



別紙２

 1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…移動平均法に基づく原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・リース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、リース料総額が300
　　万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日の職員賞与の予算額のうち当
　　該年度に帰属する12月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)生活困窮者自立相談支援拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３(⑪)）
　ア　生活困窮者自立相談支援サービス区分
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

・ファイナンス・リース取引の内、賃貸借処理をしているリース契約の期末時点リース債務残高
　生活困窮者自立相談支援拠点区分…１年未満 119,232円、１年超 0円、総額 119,232円（詳細は別紙参照）

計算書類に対する注記（生活困窮者自立相談支援拠点区分用）



別紙２

 1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…移動平均法に基づく原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・リース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、リース料総額が300
　　万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日の職員賞与の予算額のうち当
　　該年度に帰属する12月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 生活支援体制整備拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３(⑪)）
　ア　生活支援体制整備サービス区分
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

・ファイナンス・リース取引の内、賃貸借処理をしているリース契約の期末時点リース債務残高
　生活支援体制整備拠点区分・・・１年未満 67,770円、１年超 0円、総額 67,770円（詳細は別紙参照）

計算書類に対する注記（生活支援体制整備拠点区分用）



別紙２

 1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…移動平均法に基づく原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・リース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、リース料総額が300
　　万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日の職員賞与の予算額のうち当
　　該年度に帰属する12月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 障害者相談支援拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３(⑪)）
　ア　障害者相談支援サービス区分
　イ　居宅介護支援サービス区分
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

・ファイナンス・リース取引の内、賃貸借処理をしているリース契約の期末時点リース債務残高
　ケアプランセンター拠点区分・・・１年未満 1,221,426円、１年超 478,008円、総額 1,699,434円（詳細
は別紙参照）

計算書類に対する注記（ケアプランセンター拠点区分用）



別紙２

 1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
　・満期保有目的の債券等…移動平均法に基づく原価法
　・満期保有目的以外の債券で市場価格のあるもの…時価法
(2) 固定資産の減価償却の方法
　・建物並びに器具及び備品…定額法
　・リース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。ただし、リース料総額が300
　　万円未満のリース契約については、賃貸借処理により支払リース料を賃借料として会計処理している。
(3) 引当金の計上基準
　①退職給付引当金
　・一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済会の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる
　　掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
　・独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付共済制度に加入している職員にかかる退職給付引当金に
　　ついては、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計
　　上額を調整するための引当金を計上していない。
　・当法人の退職手当支給規程により算出した退職金額に、上記一般財団法人三重県社会福祉施設職員共済
　　会の実施する退職給付制度による退職金支給見込額及び独立行政法人福祉医療機構の実施する退職給付
　　共済制度による退職金支給見込額が満たない場合には、当該差額を引当金として計上している。
　②賞与引当金
　・職員の賞与の支給に備えるため、翌期の支給対象期間12月1日から5月31日の職員賞与の予算額のうち当
　　該年度に帰属する12月1日から3月31日までの分を賞与引当金に計上する。
(4)たな卸資産の評価方法
　・最終仕入原価法による原価法
　・当年度は少額且つ少量であるため重要性の基準により計上しない。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
・社会福祉法人桑名市社会福祉協議会退職手当支給規程により支給する。
・職員の退職金の支給に備えるために、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度及び一般財団法人三
　重県社会福祉事業職員共済会の退職共済事業制度に加入している。
・退職手当支給規程第3条の2項及び3項による退職手当を支給する為、退職手当積立金を積み立てている。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 貸衣装事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
　ア　貸衣装サービス区分
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

計算書類に対する注記（貸衣装拠点区分用）



12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

・　平成29年度をもって貸衣装事業を廃止した。
・　基金・積立預金取崩
　　事業運営安定積立金　　37,023,361円…貸衣装事業の廃止に伴い、事業運営安定積立金を取り崩し、同
　　額を桑）法人運営事業の事業運営安定積立金として積み立てた。
・　平成29年度をもって貸衣装事業を廃止したことに伴い、固定資産の譲渡、売却を行った。
　（譲渡）中津川社協…衣装695,615円分、彦根社協…衣装885,253円分
　（売却）譲渡しなかった分の衣装をオークションにて売却。売却益1,820,710円


